
 

 

2026 年度日本学生支援機構大学奨学金（給付奨学金） 

出願に伴う提出書類とスカラネット(インターネット)入力の諸注意 

                                 筑波大学学生生活課経済支援 

１．支援対象 

  ・2026 年度に在籍する学群生で、経済的理由により修業に困難があると認められる人。 

（給付奨学金案内 P6～13） 

 

・2026 年度に在籍する学群生で、多子世帯（生計維持者の扶養する子どもの数が３人以上で

ある世帯）に属している人。 

 （給付奨学金案内 P17） 

 

 

２．申し込みの流れ 

１． 提出書類を整える。 

 

２． 申込フォームで申請する。 

該当者のみ提出書類を対応のエリア支援室に提出する。 

※提出方法は「郵送先・連絡先・提出方法一覧」にてご確認ください。 

※郵送での提出は簡易書留で封筒に「奨学金書類在中」と記入してお送りください。 

 

３． スカラネットの入力に必要な ID・パスワード、「奨学金確認書兼地方税同意書」のセッ

トを対応のエリア支援室で受け取る。 

 

４． スカラネットで申請する（「５．スカラネット入力期限」までに行う）。 

 

５． マイナンバーを提出する（入力）。 

 

６． 「奨学金確認書兼地方税同意書」を提出する（郵送）。 

 

※提出した申込データに誤りがある場合は、必ず申込データ訂正フォームから訂正すること 

 （訂正締切：2026 年 4 月 28 日（火）） 

 

３．提出書類 

 

 【支援室に提出するもの】 

 1．学業成績証明書原本（コピー不可） 

※新入生のみ成績証明書を提出（支援室に提出）  

【1 年次生】 出身高等学校の成績証明書 

【編入学生】 出身大学等の成績証明書 

 

 

 

 

 

 

給付（多子世帯含む） 



 

※ 以下の書類は該当者のみ提出 

 

 2．返信用封筒（郵送での提出の場合のみ） 

角２サイズの封筒に自分の住所・氏名を記入し、1８0 円切手を貼付してください。 

 スカラネットの入力に必要な「ID・パスワードの書かれた紙」と「奨学金確認書兼地方税同

意書のセット」をお送りします。 

 

 3．在留資格及び在留期間が明記されている証明書 

 申込者本人が外国籍の場合、申込可能な在留資格であることを示すために提出 

（給付奨学金案内Ｐ14 参照） 

 

4．社会的養護を必要とする人であることがわかる証明書類 

 

 5．マイナンバーを提出できない場合、それに代わる証明書類 

（1） 海外に居住し、2025 年度の住民税が課税されていない生計維持者がいる場合 

     ・「マイナンバーに代わる提出書類（様式）」 

※ 必要書類を添付 

     ・「海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書」 

 

   （2）海外赴任や病気等により、マイナンバー関係書類の提出ができない場合 

     ・「マイナンバーに代わる提出書類（様式）」 

※ 必要書類を添付 

    様式は日本学生支援機構ホームページに掲載されています。 

     

 

 

４．提出期間  

【新入生を除く】 ： 2026 年４月１日（水）～ 4 月 15 日（水） 

 【新入生】    ： 2026 年４月１日（水）～ 4 月 21 日（火） 

 

※ 該当者のみの書類もこの期間に提出してください。 

 

５．スカラネット入力期限 

【新入生を除く】 ： 2026 年 4 月 21 日（火） 24 時 厳守 

 【新入生】    ： 2026 年 4 月 28 日（火） 24 時 厳守 

 

※スカラネット（インターネット）による入力および入力上の注意 

  対応エリアの支援室に上記の書類を提出して、スカラネットのアドレス、ユーザＩＤ、パスワー 

ド(識別番号)を受領し、あらかじめ入力用紙に記入した内容を確認し入力してください。 

  スカラネットは、8：00～25：00 まで利用可能となっています。ただし、入力期限最終日に 

おいては、24 時までに必ず入力を行ってください。 

申込入力中に一つの画面で 30 分を過ぎると自動的にタイムアウトします。最初からやり直しと 

なりますので注意してください。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/mynumber/__icsFiles/afieldfile/2026/03/31/zd-kawarusyorui.pdf
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/mynumber/__icsFiles/afieldfile/2026/03/31/kaigai_tool.xlsx
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/mynumber/__icsFiles/afieldfile/2026/03/31/zd-kawarusyorui.pdf
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/mynumber/kaigaikyoju.html


  名前・住所等の漢字の変換間違いに注意してください。旧字体は変換できない場合があります。 

その際は新字体で入力してください。  

必ず「チェック票」の内容を確認し、スカラネットの入力をしてください。 

６．マイナンバーの提出 

スカラネットによる申込完了後に入れるようになるマイナンバー提出用のサイトからマイナン 

バーを提出してください。（給付奨学金案内 P30） 

 

７．奨学金確認書兼地方税同意書を日本学生支援機構へ郵送[簡易書留] 

  マイナンバー提出等の手続き完了後、奨学金確認書兼地方税同意書及び身元確認書類を専用の 

提出用封筒（黄緑色）に封入して、奨学金申込者が郵便局の窓口から簡易書留で直接、日本学生 

支援機構へ郵送してください。 

  奨学金確認書兼地方税同意書の提出は手続き完了後一週間以内となっていますが、 

2026 年 4 月 30 日（木）までには必ず提出してください。 

 

８．通学形態 

  自宅外通学を選択する場合は日本学生支援機構ホームページに掲載されているいずれかの要件

を満たしている必要があります。 

URL：https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/zitakugai.html 

  自宅外通学証明書類は採用後に提出を求めますので「給付奨学金「自宅外通学証明書類」提出

の際の注意点（PDF）」を確認し、準備してください。 

※ 学生宿舎に入居している学生は「居住証明書」を管理事務室で発行してください。 

      （「入居通知」は認めません。） 

※ 申込時に自宅外通学を選択したとしても証明書類の処理が日本学生支援機構で完了するま

では自宅通学の金額が振り込まれます。 

 

９．その他  

(1) 提出された書類は返却しません。また、不採用者の提出書類は大学において処分します。 

  (2) 給付奨学金に申請する学生は授業料免除も併せて申請する必要があります。 

     

 

 

 

 

 

 

 

≪注意≫ 提出書類及びスカラネット入力事項に不備があった場合、または、入力期限後

に入力した場合は、出願の受理及び推薦はいたしません。 



 

 

※参考【大学生等対象】申込資格・選考基準 

（1）大学等への入学時期等に関する資格    （給付奨学金案内 P6～7） 

 ・高等学校等を初めて卒業（修了）した日、高等学校卒業程度認定試験に合格した日から大学へ

進学するまでの期間、その他外国の学校教育の課程を修了した人等、入学時期に関する基準が

あります。 

  例）・2024 年 3 月に高等学校等を卒業→2026 年４月～2027 年３月の間に入学 

    ・本学へ編入学した場合、編入学前の大学を卒業等した後、１年以内に編入学していること 

 

（2）在留資格等に関する資格（給付奨学金案内 P14） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）学力基準   （給付奨学金案内 P8） 

【1 年次（2025 年度秋入学者を含む）】 

次の 1～3 のいずれかに該当すること。 

1：高等学校等における評定平均値が 3.5 以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入

学者の上位 2 分の 1 の範囲に属すること 

2：高等学校卒業程度認定試験の合格者であること 

3：将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画

書等により確認できること 

 

【2 年次以上】 

次の 1、2 のいずれかに該当すること。 

1：GPA（平均成績）等が在学する学部等における上位 2 分の 1 の範囲に属すること 

2：修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持

って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること 

 

ただし、在学中の学業成績が以下の「廃止」の区分に該当する場合は、採用されません。 

  1．修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと 

２．修得した単位数の合計数が標準単位数の 5 割以下であること 

3．授業への出席率が 5 割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認め

られること 

 

 

 

 

 

 

【国籍】 

日本国以外 

【在留資格等】 

・法廷特別永住者 

・永住者 

・日本人の配偶者等 

・永住者の配偶者 

・定住者 

上記以外 

（留学・家族滞在等） 

【必要書類】 

・在留カード（写し） 

・特別永住者証明書（写し） 

・住民票の写し（原本） 

等、在留資格。在留期間が明記さ

れている書類をいずれか１つ 

 

申し込みができません 



 

 

 

 

（4）家計に係る基準（収入基準・資産基準）  （給付奨学金案内 P9） 

【収入・所得の上限額の目安】 

春の在学採用は 2024 年分（2024 年 1 月～12 月分）、 

秋の在学採用は 2025 年分（2025 年 1 月～12 月分）の収入情報により判定します。 

 

・給与所得者の世帯（年間の収入金額） 

世帯人

数 

想定する世帯構成 第 1 区分 第２区分 第３区分 第４区分 

a)２人 本人、母（ひとり親） 229 万円 332 万円 402 万円 649 万円 

b)３人 
本人、母（ひとり

親）、高校生 
289 万円 391 万円 457 万円 677 万円 

c)４人 
本人、親➀、 

親➁（無収入）、高

校生 

295 万円 395 万円 461 万円 698 万円 

d)４人 
本人、親➀、親➁、 

高校生 

親➀：295 万

円 

親➁：115 万

円 

親➀：336 万

円 

親➁：155 万

円 

親➀：409 万

円 

親➁：155 万

円 

親➀：656 万

円 

親➁：155 万

円 

e)５人 
本人、親➀、親➁（パ

ート）、高校生、中

学生 

親➀：321 万

円 

親➁：100 万

円 

親➀：395 万

円 

親➁：100 万

円 

親➀：461 万

円 

親➁：100 万

円 

親➀：698 万

円 

親➁：100 万

円 

 

・給与所得者以外の世帯（年間の収入金額） 

世帯人

数 

想定する世帯構成 第 1 区分 第２区分 第３区分 第４区分 

a)２人 本人、母（ひとり親） 144 万円 212 万円 272 万円 452 万円 

b)３人 
本人、母（ひとり

親）、高校生 
182 万円 257 万円 311 万円 494 万円 

c)４人 
本人、親➀、 

親➁（無収入）、高

校生 

196 万円 277 万円 348 万円 526 万円 



d)４人 
本人、親➀、親➁（給

与所得者）、高校生 

親➀：179 万

円 

親➁：115 万

円 

親➀：205 万

円 

親➁：155 万

円 

親➀：262 万

円 

親➁：155 万

円 

親➀：453 万

円 

親➁：155 万

円 

e)５人 
本人、親➀、親➁（パ

ート）、高校生、中

学生 

親➀：217 万

円 

親➁：100 万

円 

親➀：277 万

円 

親➁：100 万

円 

親➀：353 万

円 

親➁：100 万

円 

親➀：530 万

円 

親➁：100 万

円 

 

また、「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよその確認ができますので、ご利

用ください。https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/ 

 

※収入基準はあくまで目安ですので基準を超えていても採用となる場合や基準を下回っていても

不採用となる場合がございます。 

 

【資産基準】（給付奨学金案内 P9） 

あなたと生計維持者の資産額の合計が 5,000 万円未満であること。 

・現金及びこれに準ずるもの（投資用資産として保有する金・銀等） 

 ※退職金も含まれます。 

・預貯金（普通預金、定期預金等）、有価証券や投資信託（株式、国債、社債、地方債等） 

 ※少額投資非課税制度（NISA）による投資額も含まれます。 

有価証券や投資信託は時価で換算してください。 

・満期や解約により現金化した保険 

※満期・解約前の掛け金は含みません。また、貯蓄型生命保険や学資保険も含みません。 

 

【日本学生支援機構奨学金ホームページ】 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/

